
 

草津市障害者移動支援事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）

第５条第２０項の移動支援事業（以下「事業」という。）の実施に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、草津市とする。 

２ 草津市は、事業の運営を適切な事業運営ができると認められる事業者に委託して実

施する。 

（事業の内容等） 

第３条 事業の内容は、屋外での移動に困難がある障害児および障害者（以下「障害者  

等」という。）の外出における移動の支援を実施することとする。 

２ 事業の対象となる外出は、市長が特に必要と認める外出を除き、事業の提供を受け

る日のうちに終える外出であって、社会生活上必要不可欠な外出（官公庁もしくは金

融機関への外出、冠婚葬祭もしくは公的行事への参加のための外出または、障害者等

がそれらの者の介護を行う者を伴って行う生活必需品の買い物等のための外出をい

う。）および余暇活動等の社会参加のための外出とする。ただし、通園、通学、通勤

および営業活動等の経済活動に係る外出、長期間にわたる外出ならびに社会通念上適

当でない外出の場合は、この限りでない。 

 （移動支援の形態） 

第４条 移動支援は次の各号に掲げるいずれかの形態により提供されるものとする。 

 (1)個別支援 一名の障害者等に対し原則一名のヘルパーにより移動支援が提供され

るもの 

 (2)グループ支援 複数の障害者等に対しその数を下回る数のヘルパーにより移動支 

援が提供されるものであって、障害者等の数をヘルパーの数で除して得た数が３以 

下のもの（ただし、中学生未満の障害児は対象としない。） 

２ 前項第２号に規定する形態により移動支援を提供する場合は、事前にグループ支援

計画を作成し当該移動支援を受ける予定の支給決定障害者等全員の同意を得なければ

ならない。 

（事業の対象者） 

第５条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が外出時に 

移動の支援が必要と認めたものとする。ただし、法第５条第３項の重度訪問介護を供 

与される者、同条第４項の同行援護を供与される者および同条第５項の行動援護を供 

与される者は、この限りでない。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身 

体障害者手帳の交付を受けている者  

 (2)療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務次官通

知）に基づく療育手帳の交付を受けている者 

 (3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５



 

条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

 (4)その他市長が特に必要と認める者 

（利用の申請等） 

第６条 事業を利用しようとする者またはその保護者（以下「申請者」という。）は、

草津市障害者移動支援事業利用申請書（別記様式第１号）を市長に提出することによ

り、事業の利用の申請を行うものとする。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、必要な調査等を速やかに実施したう

えで審査することにより、事業の利用の適否を決定し、草津市障害者移動支援事業利

用承認・不承認決定通知書（以下「決定通知書」という。別記様式第２号）により当

該申請者に通知するものとする。 

（利用の期間） 

第７条 前条第２項の規定により事業の利用が適当である旨の決定を受けた者（以下

「利用者」という。）が事業を利用できる期間は、当該決定を行なった日から最初に

到達する３月３１日までとする。 

２ 利用者は、前項の期間が満了した後も引き続き利用しようとするときは、当該期間

が満了する日前１箇月以内に前条第１項の申請を行なわなければならない。 

（利用者の変更および廃止） 

第８条 利用者またはその保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、草津市障

害者移動支援事業利用変更（廃止）届（別記様式第３号）を速やかに市長に届け出な

ければならない。 

 (1)利用者の住所等を変更した場合 

 (2)利用者の心身状況に大きな変化があった場合 

 (3)利用者またはその保護者が利用の中止をしようとする場合 

（利用の取消し） 

第９条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第６条第２項の規定

による事業の利用が適当である旨の決定を取り消すことができる。 

 (1)事業の対象者でなくなった場合 

 (2)不正または虚偽の申請により利用が適当である旨の決定を受けた場合 

 (3)その他市長が利用を不適当と認めた場合 

（利用の方法） 

第１０条 利用者が、事業を利用しようとするときは、決定通知書を第２条第２項の事

業者に提示し、当該事業者に直接依頼するものとする。 

（利用の時間の上限） 

第１１条 利用者が事業を利用できる時間は、１箇月当たり３０時間までとする。 

２ 市長は、特に必要と認める場合は、利用者が事業を利用できる時間を前項に規定す

る時間の２倍の範囲内で延長することができる。 

（利用料等） 

第１２条 利用者等は、事業の利用に要する経費として、第４条第１項の規定による移

動支援の形態により、別表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる利用



 

料を負担するものとする。ただし、障害者自立支援法施行令（平成１８年政令第１０

号）第１７条第１項第４号に規定する者はこの限りでない。 

２ 利用者は、前項の利用料のほか、移動支援に係る有料道路の料金、有料駐車場の料

金その他必要な経費の実費を負担するものとする。 

３ 利用者は、前項の利用料および実費を、第２条第２項の事業者に直接支払うものと

する。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 利用者が平成１８年度中に第５条第２項の規定により事業の利用が適当である旨

の決定を受けた場合の第６条第１項の適用については、同項中「最初に到達する３月

３１日」とあるのは「平成２０年３月３１日」とする。 

付 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第１２条第１項関係） 

 個別支援 

区分 利用の時間 利用料 

身体介護を伴わない障

害者等 

０．５時間未満 １０５円 

０．５時間以上１時間未満 １９７円 

１時間以上１．５時間未満 ２７６円 

以降０．５時間を増すごと

に右金額を加算 

７０円 

身体介護を伴う障害者

等 

０．５時間未満 ２３０円 

０．５時間以上１時間未満 ４００円 

１時間以上１．５時間未満 ５８０円 

以降０．５時間を増すごと

に右金額を加算 

８０円 

短時間で終了する車両

による市内の移動支援 
０．５時間未満 １００円 

短時間で終了する車両

による市外の移動支援 
０．５時間未満 １７０円 

グループ支援 

区分 利用の時間 利用料 

身体介護を伴わない障

害者等 

１．５時間以上２時間未満 ２５１円 

２時間以上２．５時間未満 ３０３円 

２．５時間以上３時間未満 ３５３円 

３時間以上３．５時間未満 ４０３円 

３．５時間以上４時間未満 ４６０円 

以降０．５時間を増すごとに右

金額を加算 

５５円 

身体介護を伴う障害者

等 

１．５時間以上２時間未満 ４００円 

２時間以上２．５時間未満 ４７０円 

２．５時間以上３時間未満 ５４０円 

３時間以上３．５時間未満 ６１０円 

３．５時間以上４時間未満 ６８０円 

以降０．５時間を増すごとに右

金額を加算 

６０円 

 


